
- 1 - 

 令和 4年 第 6回五泉市教育委員会定例会 会議録 

 

 

 開 催 日  令和 4年 5月 26日 木曜日 

 開 催 場 所  五泉市役所 3階 応接室 

出席者 

教育長 伊藤 順子 君                               

委 員 
澁谷  隆 君 

 

本間 寛和 君 

 

藤木 由佳子 君 

 

小出 園子 君 

関係説明者 
学校教育課長  井上 雅夫 君 

 

生涯学習課長  風間  章 君 

 

スポーツ推進課課長  吉田 政博 君 

 

図 書 館 長  齋藤 達哉 君 

書 記 学校教育課 課長補佐  稲餅 泰行 君 

 欠 席 委 員  
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 議 事 日 程 

        

       令和 4年 5月 26日 午後 3時 4分 開会開議 

 

付議する事件 

議第 1号    五泉市文化財保護審議会委員の委嘱について 

議第 2号    五泉市社会教育委員並びに五泉市公民館運営審議会委員の委嘱に

ついて 

議第 3号    五泉市青少年育成センター運営委員の委嘱について 

議第 4号    のびのび学習教室「寺子屋」事業運営委員会委員の委嘱について 

議第 5号    五泉市青少年問題協議会委員の任命について 

議第 6号    五泉市青少年問題協議会幹事の委嘱について 

議第 7号    五泉市スポーツ推進審議会委員の任命について 

議第 8号    五泉市立図書館協議会委員の任命について 

 議第 9号    教育委員会職員の分限処分について 

 

 

追加議案 

議第 10号    令和４年度教育費補正予算（第２号）の提出について 

議第 11号    スポーツ推進課所管施設の使用料収納事務の委託について 

 

 

 

報告する事項 

 報告第 1号   学校運営協議会委員の任命について 

 報告第2号   五泉市地域学校協働活動推進員及び五泉市地域学校協働本部本部

員の委嘱について 

 報告第 3号   学区外就学の許可について 
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議 事 経 過 概 要 

 

伊藤教育長    これより第６回教育委員会を開会いたします。まず、議第１号五

泉市文化財保護審議会委員の委嘱についてであります。生涯学習課

長の説明を求めます。 

風間課長     議第１号五泉市文化財保護審議会委員の委嘱について、ご説明申

し上げます。２ページをご覧ください。このたび、委員の任期が５

月 31日をもちまして満了を迎えることから、こちらに記載の委員

を委嘱するもので、再任が７人、新任が１人の合計８人であります。

任期につきましては、令和４年６月１日から令和６年５月 31日ま

での２年間です。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう

お願い申し上げます。 

伊藤教育長    ただいまの説明に、ご質疑ございますでしょうか。 

 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

 

伊藤教育長    ないようでありますので、議第１号を終了いたします。次に、議

第２号五泉市社会教育委員並びに五泉市公民館運営審議会委員の

委嘱についてであります。生涯学習課長の説明を求めます。 

風間課長     議第２号五泉市社会教育委員並びに五泉市公民館運営審議会委

員の委嘱について、ご説明申し上げます。４ページをご覧ください。

このたび、委員の任期が５月 31日をもちまして満了を迎えること

から、こちらに記載の委員を委嘱するもので、再任が 12人、新任

が３人の合計 15人であります。任期につきましては、令和４年６

月１日から令和６年５月 31日までの２年間です。以上、よろしく

ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

伊藤教育長    ただいまの説明に、ご質疑ありますでしょうか。 

 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

 

伊藤教育長    ないようでありますので、議第２号を終了いたします。次に、議

第３号五泉市青少年育成センター運営委員の委嘱についてであり

ます。生涯学習課長の説明を求めます。 

風間課長     議第３号五泉市青少年育成センター運営委員の委嘱について、ご
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説明申し上げます。６ページをご覧ください。このたび、委員の任

期が５月 31日をもちまして満了を迎えることから、こちらに記載

の委員を委嘱するもので、再任が９人、新任が３人の合計 12人で

あります。任期につきましては、令和４年６月１日から令和６年５

月 31日までの２年間です。なお、青少年健全育成市民会議につき

ましては、総会などが開催できない状況で選出が困難であるとのこ

とから、後日改めて委嘱をお願いする予定です。以上、よろしくご

審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

伊藤教育長    ただいまの説明に、ご質疑ありますでしょうか。 

 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

 

伊藤教育長    ないようでありますので、議第３号を終了いたします。次に、議

第４号のびのび学習教室寺子屋事業運営委員会委員の委嘱につい

てであります。生涯学習課長の説明を求めます。 

風間課長     議第４号のびのび学習教室寺子屋事業運営委員会委員の委嘱に

ついて、ご説明申し上げます。８ページをご覧ください。このたび、

委嘱しておりました委員に異動がありましたので、こちらに記載の

７人を新たに委員に委嘱するものです。任期につきましては、前任

者の残任期間である令和５年５月 31日までであります。以上、よ

ろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

伊藤教育長    ただいまの説明に、ご質疑ありますでしょうか。 

 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

 

伊藤教育長    ないようでありますので、議第４号を終了いたします。次に、議

第５号五泉市青少年問題協議会委員の任命についてであります。生

涯学習課長の説明を求めます。 

風間課長     議第５号五泉市青少年問題協議会委員の任命について、ご説明申

し上げます。10 ページをご覧ください。このたび、委員の任期が

５月 31日をもちまして満了を迎えることから、新たに委員の任命

について市長に内申するものです。新たな委員は、再任が９人、新

任が８人の合計 17人であります。任期につきましては、令和４年

６月１日から令和６年５月 31日までの２年間です。なお、第５号
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委員の社会教育委員と青少年健全育成市民会議につきましては、総

会などが開催できない状況で選出が困難であるとのことから、後日

改めて任命する予定です。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

伊藤教育長    ただいまの説明に、ご質疑ありますでしょうか。 

 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

 

伊藤教育長    ないようでありますので、議第５号を終了いたします。次に、議

第６号五泉市青少年問題協議会幹事の委嘱についてであります。生

涯学習課長の説明を求めます。 

風間課長     議第６号五泉市青少年問題協議会幹事の委嘱について、ご説明申

し上げます。12 ページをご覧ください。このたび、委員の任期が

５月 31日をもちまして満了を迎えることから、こちらに記載の委

員を委嘱するもので、再任が６人、新任が２人の合計８人でありま

す。任期につきましては、令和４年６月１日から令和６年５月 31

日までの２年間です。以上、よろしくご審議の上、ご決定賜ります

ようお願い申し上げます。 

伊藤教育長    ただいまの説明に、ご質疑ありますでしょうか。 

 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

 

伊藤教育長    ないようでありますので、議第６号を終了いたします。次に、議

第７号五泉市スポーツ推進審議会委員の任命についてであります。

スポーツ推進課長の説明を求めます。 

吉田課長     議第 7号五泉市スポーツ推進審議会委員の任命について、ご説明

申し上げます。この委員会は、スポーツの推進に関する事項を検討

するため設置しているものであり、現在任命しております委員の任

期が５月 31日で満了となります。14ページをご覧ください。上か

ら４人目の学校法人エービーシー学園の石本拓也さん、上から６人

目の五泉市食生活改善推進委員協議会の相田生永さんの２名が新

任、そのほかの６名は再任として、８名の方を任命するものであり

ます。任期につきましては、令和４年６月１日から令和６年５月

31 日までの２年間となります。以上、よろしくご審議のうえ、ご
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決定賜りますようお願い申し上げます。 

伊藤教育長    ただいまの説明に、ご質疑ありますでしょうか。 

 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

 

伊藤教育長    ないようでありますので、議第７号を終了いたします。次に、議

第８号五泉市立図書館協議会委員の任命についてであります。図書

館長の説明を求めます。 

齋藤館長     議第８号五泉市立図書館協議会委員の任命について、ご説明申し

上げます。このたびの委員の任期が、令和４年５月 31日をもちま

して満了となることから、五泉市立図書館条例第 17条の規定によ

り、16 ページのとおり７名の方を任命するものであります。再任

が６名、新任が１名であります。任期につきましては、令和４年６

月１日から令和６年５月 31日までの２年間であります。以上、よ

ろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

伊藤教育長    この委員の一番下の新任の方でありますけど、公募で今回３名の

応募があった中から選ばせていただいた公募の委員となっており

ますので、お願いいたします。ただいまの説明に、ご質疑あります

でしょうか。 

 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

 

伊藤教育長    ないようでありますので、議第８号を終了いたします。次に、議

第９号教育委員会職員の分限処分についてであります。なお、議第

９号については、秘密会とさせていただきます。 

 

 

議第９号 非公開 

 

 

伊藤教育長    議第９号について、可決されました。秘密会の会議を解き、議第

９号を終了いたします。次に、追加議案となります。議第 10号令

和４年度教育費補正予算（第２号）の提出についてであります。な

お、議第 10号については、秘密会とさせていただきます。 
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議第 10号 非公開 

 

 

伊藤教育長    議第 10 号について、可決されました。秘密会の会議を解き、議

第 10号を終了いたします。次に、議第 11号スポーツ推進課所管施

設の使用料収納事務の委託についてであります。スポーツ推進課長

の説明を求めます。 

吉田課長     議第 11 号スポーツ推進課所管施設の使用料収納事務の委託につ

いて、ご説明申し上げます。27 ページをご覧ください。今年度の

市民プール及び村松プールの使用料の収納事務を委嘱する業者決

定いたしましたので、地方自治法施行令第 158条第２項及び五泉市

会計事務規則第 39条第４項の規定により告示するものであります。

以上、よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上げ

ます。 

伊藤教育長    ただ今の説明でございますけれども、資料にあります業者に委託

することで決定しております。この説明に、何かご質疑ありますで

しょうか。 

澁谷委員     去年まではどうだったんですか。 

伊藤教育長    去年も委託しております。現金を扱うためにシルバー人材センタ

ーでありますと、現金が扱えないので現金が扱える事業所に対して

委託をするというものです。 

吉田課長     令和２年度から、いままで高校生お願いしていたのが、だめにな

りまして、令和２年度は警備会社とシルバーと併用しておりました

が、令和３年度からシルバーの方ができないということで、令和３

年度から警備会社に一本化となりました。 

伊藤教育長    ということでございます。ほかに何かご質疑ありますでしょうか。 

本間委員     これは何年契約とかで更新していくんでしょうか。 

吉田課長     ではないです。今年度のみです。９月 30日で終了します。 

本間委員     わかりました。 

伊藤教育長    ほかに何かご質疑ありますでしょうか。 

 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

 

伊藤教育長    ないようでありますので、議第 11 号を終了いたします。次に、
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報告第１号学校運営協議会委員の任命についてであります。学校教

育課長の説明を求めます。 

井上課長     報告第１号学校運営協議会委員の任命について、ご説明申し上げ

ます。19 ページをお開きください。この度の学校運営協議会委員

の任命につきましては、人選を進めていました五泉南小学校の委員

が、別紙に記載のとおり決定し、15 人に任命したものです。任期

は発令の日から令和５年３月 31日までとなります。以上、学校運

営協議会委員の任命について報告いたしました。 

伊藤教育長    ただいまの説明に、ご質疑ありますでしょうか。 

 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

 

伊藤教育長    ないようでありますので、報告第１号を終了いたします。次に、

報告第２号五泉市地域学校協働活動推進員及び五泉市地域学校協

働本部本部員の委嘱についてであります。学校教育課長の説明を求

めます。 

井上課長     報告第２号五泉市地域学校協働活動推進員及び五泉市地域学校

協働本部本部員の委嘱について、ご説明申し上げます。21 ページ

をご覧ください。この度の委嘱につきましては、いずれも五泉南小

学校で、協働活動推進員につきましては、別紙に記載のとおり関塚

真弓さんに決定し、委嘱したものです。次に、22 ページに移りま

して、五泉市地域学校協働本部本部員につきましては、別紙に記載

しております７人に委嘱したものです。任期は、いずれも発令日か

ら令和５年３月 31日までとなります。以上、五泉市地域学校協働

活動推進員及び五泉市地域学校協働本部員の委嘱について、報告い

たしました。 

伊藤教育長    ただいまの説明に、ご質疑ありますでしょうか。 

 

 

―（皆、「なし」との声あり）― 

 

 

伊藤教育長    ないようでありますので、報告第２号を終了いたします。次に、

報告第３号学区外就学の許可についてであります。なお、報告第３

号については、秘密会とさせていただきます。 
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報告第３号 非公開 

 

 

伊藤教育長    報告第３号について、可決されました。秘密会の会議を解き、報

告第３号を終了いたします。 

それでは、以上で第６回教育委員会を閉会いたします。ありがと

うございました。 

 

 

この後、次回会議日程調整と通知をして閉議。 

 

 

閉 議 時 間  午後 3時 29分 

 

 

令和   年   月   日 

 

   上記のとおり相違ないので署名します。 

  

 

      教育長                     

 

      委 員                     

 

      委 員                     

 

      委 員                     

 

      委 員                     

 

 

調整者                     


